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第１期の中期計画を終了して
理事   ⽯塚 和裕

 
  2001年に独⽴⾏政法⼈として再出発した森林総合研究所も５
年の第１期中期⽬標期間を終了し、今年第２期に⼊ることとなり
ました。
  「独⽴⾏政法⼈」とは、⾔うまでもなく、中央省庁等改⾰の
推進によって、独⽴⾏政法⼈通則法の成⽴（平成11年7⽉）を期
に具体化したものです。この法⼈化は、国から独⽴させてこれま
での業務をより柔軟に、しかも質の⾼いサービスを提供し、国に
よる事前チェックを廃して⾃発的な効率化や質の向上を図る等の
インセンティブアップがねらいとされています。独法では、新た
な会計基準のもとで「渡し切りの交付⾦」として必要な経費を弾
⼒的・効果的に運⽤でき、内部の組織や⼈員について法⼈の⾃主
性が認められています。また、中期⽬標を主務⼤⾂が定め、この⽬標を達成するため
の中期計画及び年度計画を独⽴⾏政法⼈が作成する仕組みとなり、独⽴⾏政法⼈評価
委員会による事後評価を取り⼊れるとともに、透明性を確保する観点から業務運営の
結果等を公表することが義務付けられました。
  森林総合研究所では、新たな体制のもとでさまざまな内部改善を⾏ってきまし
た。研究戦略会議の設置、競争的資⾦獲得への体制強化、研究職員に対するインセン
ティブの付与、研究課題・業務運営・研究業績に関する評価システムの導⼊、内部組
織のフラット化、公⽴試験研究機関・⼤学・⺠間との連携強化、インターネットＵＲ
Ｌによる研究成果や運営情報の積極的公表、本⽀所⼀体となった会計システムの導
⼊、所内ＬＡＮの活⽤などです。
  その結果として、競争的研究資⾦の獲得をもとに、⽣物多様性及び⽣態系の保
全、⽔⼟保全・崩壊防⽌、森林によるＣＯ２固定能⼒の評価と温暖化防⽌、森林のセラ
ピー機能、⽊質廃材の再利⽤とＶＯＣ対策、⽊材乾燥と国産材利⽤技術、樹⽊のゲノ
ム解析ほかさまざまな研究成果を得ました。そしてこれらの成果は、貴重な⽣態系の
保全、⼭地災害防⽌事業、病⾍獣害対策、森林吸収源計測・活⽤体制整備事業、森林
セラピー基地の認定、新⽣産システムの構築等の⾏政施策に、またバイオマスの多⾓
的利⽤や⾰新的⾼速乾燥技術による国産材利⽤技術の開発として産業の活性化につな
がっています。
  森林総合研究所としては、独法システムによる点検・評価を経て第２期中期⽬
標・計画の開始を迎えました。これからの５年、⼤変厳しい⾏政改⾰の時期を迎えて
いますが、独⽴⾏政法⼈としての業務内容を⾃ら点検し、⾃ら改善を図るという努⼒
を⾏って、研究成果の提供という国⺠へのサービスの質的向上を図って参りたいと考
えています。
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